
前橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第1条関係) 

改 正 案 現   行 

(母子生活支援施設の長の資格等) (母子生活支援施設の長の資格等) 

第27条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定

する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必

要な知識を習得させるための研修を受けた者で

あって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援

施設を適切に運営する能力を有するものでなけ

ればならない。 

第27条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する

者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な

知識を習得させるための研修を受けた者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設

を適切に運営する能力を有するものでなければ

ならない。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能

力を有すると認める者であって、次に掲げる

期間の合計が3年以上であるもの又はこども

家庭庁長官が指定する講習会の過程を修了

したもの 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能

力を有すると認める者であって、次に掲げる

期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労

働大臣が指定する講習会の過程を修了した

もの 

ア～ウ 省略 ア～ウ 省略 

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、そ

の資質の向上のためのこども家庭庁長官が指

定する者が行う研修を受けなければならない。

ただし、やむを得ない理由があるときは、この

限りでない。 

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、そ

の資質の向上のための厚生労働大臣が指定す

る者が行う研修を受けなければならない。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、この限り

でない。 

 (保育の内容)  (保育の内容) 

第38条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うことをその特性とし、その内容に

ついては、内閣総理大臣が定める指針に従う。 

第38条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うことをその特性とし、その内容に

ついては、厚生労働大臣が定める指針に従う。 

 

 

前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表(第2条関係) 

改 正 案 現   行 

第4条 省略 第4条 省略 

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員を定めるものとする。ただし、法第19条第3

号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっ

ては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及

び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して

定めるものとする。 

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特

定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員を定めるものとする。ただし、法第19条第1

項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

あっては、満1歳に満たない小学校就学前子ど

も及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第19条第2号に掲げる小学校

就学前子どもの区分及び同条第3号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小

学校就学前子どもの区分及び同項第3号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)  (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 省略 第6条 省略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園 2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園



に限る。以下この項において同じ。)は、利用

の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校

就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設

を現に利用している同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該特定

教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他の公正な

方法(第4項において「選考方法」という。)に

より選考しなければならない。 

に限る。以下この項において同じ。)は、利用

の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

の公正な方法(第4項において「選考方法」とい

う。)により選考しなければならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所

に限る。以下この項において同じ。)は、利用

の申込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第2号又

は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の同条第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、法第20条第4

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所

に限る。以下この項において同じ。)は、利用

の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第2

号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当

該特定教育・保育施設の同項第2号又は第3号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、法第20

条第4項の規定による認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる教育・保育給付

認定子どもが優先的に利用できるよう、選考す

るものとする。 

4～5 省略 4～5 省略 

 (あっせん、調整及び要請に対する協力)  (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 省略 第7条 省略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所

に限る。以下この項において同じ。)は、法第1

9条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る

当該特定教育・保育施設の利用について児童福

祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。)の規

定により市町村が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所

に限る。以下この項において同じ。)は、法第1

9条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

に係る当該特定教育・保育施設の利用について

児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項

の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)の規定により市町村が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

 (受給資格等の確認)  (受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、教育・保育給付認

定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給

付認定保護者が支給認定証の交付を受けてい

ない場合にあっては、子ども・子育て支援法施

行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項

の規定による通知)によって、教育・保育給付

認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当

する法第19条各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、教育・保育給付認

定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給

付認定保護者が支給認定証の交付を受けてい

ない場合にあっては、子ども・子育て支援法施

行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項

の規定による通知)によって、教育・保育給付

認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当

する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前

子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間



保育必要量等を確かめるものとする。 及び保育必要量等を確かめるものとする。 

 (利用者負担額等の受領)  (利用者負担額等の受領) 

第13条 省略 第13条 省略 

2～3 省略 2～3 省略 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される

便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される

便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に

要する費用 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に

要する費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する

者に係る市町村民税所得割合算額がそれ

ぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であ

るものに対する副食の提供 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する

者に係る市町村民税所得割合算額がそれ

ぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であ

るものに対する副食の提供 

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども(特定満3歳以上保育認定子ども

を除く。イ(イ)において同じ。) 57,7

00円(令第4条第2項第6号に規定する特

定教育・保育給付認定保護者にあって

は、77,101円) 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども(特定満3歳以上保育認定

子どもを除く。イ(イ)において同じ。)

 57,700円(令第4条第2項第6号に規定

する特定教育・保育給付認定保護者にあ

っては、77,101円) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第3学年修了前子

ども(小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第1学年から第

3学年までに在籍する子どもをいう。以下

このイにおいて同じ。)が同一の世帯に3

人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)

に定める者に該当するものに対する副食

の提供(アに該当するものを除く。) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第3学年修了前子

ども(小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第1学年から第

3学年までに在籍する子どもをいう。以下

このイにおいて同じ。)が同一の世帯に3

人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)

に定める者に該当するものに対する副食

の提供(アに該当するものを除く。) 

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども又は小

学校第3学年修了前子ども(そのうち

年長者及び2番目の年長者である者を除

く。)である者 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども

又は小学校第3学年修了前子ども(その

うち 年長者及び2番目の年長者である

者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども(そのう

ち 年長者及び2番目の年長者である者

を除く。)である者 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども

(そのうち 年長者及び2番目の年長者

である者を除く。)である者 

5～6 省略 5～6 省略 



 (特定教育・保育の取扱方針)  (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ

る施設の区分に応じて、当該各号に定めるもの

に基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ

る施設の区分に応じて、当該各号に定めるもの

に基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭

和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基

づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課

程その他の教育内容に関する事項をいう。) 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭

和22年法律第26号)第25条の規定に基づき文

部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その

他の教育内容に関する事項をいう。) 

(4) 保育所 前橋市児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例(平成24年前

橋市条例第38号)第38条の規定に基づき保育

所における保育の内容について内閣総理大

臣が定める指針 

(4) 保育所 前橋市児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例(平成24年前

橋市条例第38号)第38条の規定に基づき保育

所における保育の内容について厚生労働大

臣が定める指針 

2 省略 2 省略 

 (運営規程)  (運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程(第23

条において「運営規程」という。)を定めてお

かなければならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程(第23

条において「運営規程」という。)を定めてお

かなければならない。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19

条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。以下この号において同じ。)

及び時間、提供を行わない日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19

条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員を定めている施設に

あっては、学期を含む。以下この号において

同じ。)及び時間、提供を行わない日 

(5)～(11) （省略） (5)～(11) （省略） 

 (特別利用保育の基準)  (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以

下この条において同じ。)が法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用保育を提供す

る場合には、法第34条第1項第3号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以

下この条において同じ。)が法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特別利用保育

を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規

定する基準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、当該特別利用

保育に係る法第19条第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第4条第2項第3号の規定により定められた

法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員の数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、当該特別利用

保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第4条第2項第3号の規定により定めら

れた法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないもの

とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給



付費をいう。次条第3項において同じ。)を、そ

れぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び

第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中「特定教育・保育

施設(認定こども園又は幼稚園」とあるのは「特

定教育・保育施設(特別利用保育を提供してい

る施設」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに」とあるのは「同号又は同条第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもの」とあるのは「同条第2

号に掲げる小学校就学前子どもの」と、第13

条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる」と

あるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ

(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育

を受ける者を含む。)」とする。 

付費をいう。次条第3項において同じ。)を、そ

れぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び

第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中「特定教育・保育

施設(認定こども園又は幼稚園」とあるのは「特

定教育・保育施設(特別利用保育を提供してい

る施設」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに」とあるのは「同号又は同項第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもの」とあるのは「同項第2

号に掲げる小学校就学前子どもの」と、第13

条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる」と

あるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ

(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育

を受ける者を含む。)」とする。 

 (特別利用教育の基準)  (特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以

下この条において同じ。)が法第19条第2号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供す

る場合には、法第34条第1項第2号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以

下この条において同じ。)が法第19条第1項第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育

を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規

定する基準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、当該特別利用

教育に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同条第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、第4条第2項第2号の規定により定められた

法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員の数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、当該特別利用

教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第4条第2項第2号の規定により定めら

れた法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないもの

とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定

を適用する。この場合において、第6条第2項中

「法第19条第1号」とあるのは「法第19条第2

号」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに」

とあるのは「法第19条第1号又は第2号に掲げる

小学校就学前子どもに」と、第13条第2項中「法

第27条第3項第1号に掲げる」とあるのは「法第

28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の」と、同条第4項第3号イ

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定

を適用する。この場合において、第6条第2項中

「法第19条第1項第1号」とあるのは「法第19

条第1項第2号」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに」とあるのは「法第19条第1項第1

号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに」

と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲

げる」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の」



(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育

を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者

を除く。)」とする。 

と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、

同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利

用教育を受ける者を除く。)」とする。 

第37条 省略 第37条 省略 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特

定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地

域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条

第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用

定員(事業所内保育事業を行う事業所にあって

は、前橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用す

る労働者の監護する小学校就学前子どもを保

育するため当該事業所内保育事業を自ら施設

を設置して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団

体に係るものにあっては事業主団体の構成員

である事業主の雇用する労働者の監護する小

学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉

法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合

等をいう。)に係るものにあっては共済組合等

の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成

員をいう。)の監護する小学校就学前子どもと

する。)及びその他の小学校就学前子どもごと

に定める法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満

たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学

校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特

定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地

域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条

第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所に

あっては、前橋市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その

雇用する労働者の監護する小学校就学前子ど

もを保育するため当該事業所内保育事業を自

ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学

校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事

業主団体に係るものにあっては事業主団体の

構成員である事業主の雇用する労働者の監護

する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児

童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共

済組合等をいう。)に係るものにあっては共済

組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等

の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子

どもとする。)及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)

を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1

歳以上の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)  (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 省略 第39条 省略 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において

同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所

の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数を超える場合においては、

法第20条第4項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前

子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に

利用している満3歳未満保育認定子ども(特定

満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。)の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、法第20条第4項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

3～4 省略 3～4 省略 

 (特定地域型保育の取扱方針)  (特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は、前橋市児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

第44条 特定地域型保育事業者は、前橋市児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準を定める



条例第38条の規定に基づき保育所における保

育の内容について内閣総理大臣が定める指針

に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特

定地域型保育の提供を適切に行わなければな

らない。 

条例第38条の規定に基づき保育所における保

育の内容について厚生労働大臣が定める指針

に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特

定地域型保育の提供を適切に行わなければな

らない。 

 (定員の遵守)  (定員の遵守) 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超

えて特定地域型保育の提供を行ってはならな

い。ただし、年度中における特定地域型保育に

対する需要の増大への対応、法第46条第5項に

規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第2

4条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定

員を超えて特定地域型保育の提供を行っては

ならない。ただし、年度中における特定地域型

保育に対する需要の増大への対応、法第46条第

5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉

法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

 (特別利用地域型保育の基準)  (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し、特別利用地域

型保育を提供する場合には、法第46条第1項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項

第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用地

域型保育を提供する場合には、法第46条第1項

に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守

しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業

所を現に利用している満3歳未満保育認定子ど

も(次条第1項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の

規定により定められた利用定員の数を超えな

いものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満3歳未満保育認

定子ども(次条第1項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第

2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、

第37条第2項の規定により定められた利用定員

の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30

条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条

第3項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(第40条第2項を除き、前条におい

て準用する第8条から第14条まで(第10条及び

第13条を除く。)、第17条から第19条まで、第2

3条から第25条まで及び第27条から第33条まで

を含む。次条第3項において同じ。)の規定を適

用する。この場合において、第39条第2項中「利

用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学

校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子ども

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30

条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条

第3項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(第40条第2項を除き、前条におい

て準用する第8条から第14条まで(第10条及び

第13条を除く。)、第17条から第19条まで、第2

3条から第25条まで及び第27条から第33条まで

を含む。次条第3項において同じ。)の規定を適

用する。この場合において、第39条第2項中「利

用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保



(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下こ

の章において同じ。)」とあるのは「法第19条

第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども(第52条

第1項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育

の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もを含む。)」と、「法第20条第4項の規定によ

る認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該特定

地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特

別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第

29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第

30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第3項中「前

2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前

3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13

条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)

に要する費用」と、同条第5項中「前各項」と

あるのは「前3項」とする。 

育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。)」とある

のは「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども(第52条第1項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1

項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、

「法第20条第4項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第43条第1項

中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育

の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2

号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第3項中「前2項」とある

のは「前項」と、同条第4項中「前3項」とある

のは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3

号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費

用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前

3項」とする。 

 (特定利用地域型保育の基準)  (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供する場合には、法第46条第1項に規

定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな

ければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項

第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域

型保育を提供する場合には、法第46条第1項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第19条第2号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業

所を現に利用している同条第3号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども(前条第1項の規定により特別利用地域

型保育を提供する場合にあっては、当該特別利

用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども(前条第1項の規定により特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1

項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数



項の規定により定められた利用定員の数を超

えないものとする。 

が、第37条第2項の規定により定められた利用

定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第43条第1項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象と

なる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども(特定

満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教

育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条

第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第43条第1項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象と

なる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、

同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」

とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げ 

費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対

象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対す

るもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条

第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ど

もをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又はイ

に掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 

る費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の

対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対

するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4

条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子

どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又は

イに掲げるものを除く。)に要する費用」とす

る。 

 

 

前橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表(第3条関係) 

改 正 案 現   行 

(保育の内容) (保育の内容) 

第25条 家庭的保育事業者は、前橋市児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成24年前橋市条例第38号)第38条に規定す

る内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保

育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心

身の状況等に応じた保育を提供しなければな

らない。 

第25条 家庭的保育事業者は、前橋市児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成24年前橋市条例第38号)第38条に規定す

る厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保

育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心

身の状況等に応じた保育を提供しなければな

らない。 

 

 

前橋市社会福祉審議会条例新旧対照表(第4条関係) 

改 正 案 現   行 

(専門分科会) (専門分科会) 

第6条 審議会に、次の各号に掲げる専門分科会

を置き、専門分科会が処理する事務は、当該各

号に定めるとおりとする。 

第6条 審議会に、次の各号に掲げる専門分科会

を置き、専門分科会が処理する事務は、当該各

号に定めるとおりとする。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 児童福祉専門分科会 法第12条第2項の

規定により読み替えて適用される法第11条

第1項の規定により、児童福祉に関する事項

を調査審議し、子ども・子育て支援法(平成2

(3) 児童福祉専門分科会 法第12条第2項の

規定により読み替えて適用される法第11条

第1項の規定により、児童福祉に関する事項

を調査審議し、子ども・子育て支援法(平成2



4年法律第65号)第72条第1項の規定により、

同項各号に掲げる事務を処理し、及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律(平成18年法律第77

号)第25条の規定により、同条に規定する事

項を調査審議する。 

(4)～(5) 省略 

4年法律第65号)第77条第1項の規定により、

同項各号に掲げる事務を処理し、及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律(平成18年法律第77

号)第25条の規定により、同条に規定する事

項を調査審議する。 

(4)～(5) 省略 

2～7 省略 2～7 省略 

 

 

前橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表(第5条関係) 

改 正 案 現   行 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(10) 省略 (1)～(10) 省略 

(11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 

指定障害福祉サービス等につき法第29条第3

項に規定する主務大臣が定める基準により

算定した費用の額(その額が現に当該指定障

害福祉サービス等に要した費用(特定費用

(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。

以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、

当該現に指定障害福祉サービス等に要した

費用の額)をいう。 

(11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 

指定障害福祉サービス等につき法第29条第3

項に規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額(その額が現に当該指

定障害福祉サービス等に要した費用(特定費

用(法第29条第1項に規定する特定費用をい

う。以下同じ。)を除く。)の額を超えるとき

は、当該現に指定障害福祉サービス等に要し

た費用の額)をいう。 

(12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス

等費用基準額から当該指定障害福祉サービ

ス等につき支給された介護給付費又は訓練

等給付費の額を控除して得た額及び障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令(平成18年政令第10号)

第42条の2の規定により読み替えられた法第

58条第3項第1号に規定する指定療養介護医

療(以下「指定療養介護医療」という。)につ

き健康保険の療養に要する費用の額の算定

方法の例により算定した額又は法第70条第2

項において準用する法第58条第4項に規定す

る主務大臣の定めるところにより算定した

額から当該指定療養介護医療につき支給す

べき療養介護医療費を控除して得た額の合

計額をいう。 

(12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス

等費用基準額から当該指定障害福祉サービ

ス等につき支給された介護給付費又は訓練

等給付費の額を控除して得た額及び障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令(平成18年政令第10号)

第42条の2の規定により読み替えられた法第

58条第3項第1号に規定する指定療養介護医

療(以下「指定療養介護医療」という。)につ

き健康保険の療養に要する費用の額の算定

方法の例により算定した額又は法第70条第2

項において準用する法第58条第4項に規定す

る厚生労働大臣の定めるところにより算定

した額から当該指定療養介護医療につき支

給すべき療養介護医療費を控除して得た額

の合計額をいう。 

(13)～(17) 省略 (13)～(17) 省略 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第6条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この

章、第201条の12及び第201条の20第2項におい

て「指定居宅介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下この章において「指定居

宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業

者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこど

も家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

第6条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この

章、第201条の12及び第201条の20第2項におい

て「指定居宅介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下この章において「指定居

宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業

者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生

労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び



をいう。以下この節及び第4節において同じ。)

の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。 

第4節において同じ。)の員数は、常勤換算方法

で、2.5以上とする。 

2～3 省略 2～3 省略 

(準用) (準用) 

第8条 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの

事業について準用する。この場合において、重

度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業について準用する第6条第1項中「こども家庭

庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生

労働大臣」と読み替えるものとする。 

第8条 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの

事業について準用する。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第45条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サー

ビス(以下この節において「基準該当居宅介護」

という。)の事業を行う者(以下この節において

「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当

該事業を行う事業所(以下この節において「基

準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置く

べき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる

者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣

が定めるものをいう。以下この節において同

じ。)の員数は、3人以上とする。 

第45条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サー

ビス(以下この節において「基準該当居宅介護」

という。)の事業を行う者(以下この節において

「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当

該事業を行う事業所(以下この節において「基

準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置く

べき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる

者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以

下この節において同じ。)の員数は、3人以上と

する。 

2 離島その他の地域であってこども家庭庁長官

及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準

該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事

業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基

準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者

の員数は、1人以上とする。 

2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定

めるものにおいて基準該当居宅介護を提供す

る基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の

規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ご

とに置くべき従業者の員数は、1人以上とする。 

3 省略 3 省略 

(運営に関する基準) (運営に関する基準) 

第49条 省略 第49条 省略 

2 第5条第2項から第4項まで、第4節(第22条第1

項、第23条、第24条第1項、第28条、第33条、

第36条の2及び第44条を除く。)及び第45条から

前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及

び行動援護に係る基準該当障害福祉サービス

の事業について準用する。この場合において、

第10条第1項中「第32条」とあるのは「第49条

第2項において準用する第32条」と、第21条第2

項中「次条第1項」とあるのは「第49条第2項に

おいて準用する次条第2項」と、第24条第2項中

「第22条第2項」とあるのは「第49条第2項にお

いて準用する第22条第2項」と、第26条第1号中

「次条第1項」とあるのは「第49条第2項におい

て準用する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」とあるのは「第45条第3項」と、第3

1条第3項中「第27条」とあるのは「第49条第2

項において準用する第27条」と、第32条中「第

36条第1項」とあるのは「第49条第2項において

準用する第36条第1項」と、第48条第1項第2号

中「第45条第3項」とあるのは「第49条第2項に

2 第5条第2項から第4項まで、第4節(第22条第1

項、第23条、第24条第1項、第28条、第33条、

第36条の2及び第44条を除く。)及び第45条から

前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及

び行動援護に係る基準該当障害福祉サービス

の事業について準用する。この場合において、

第10条第1項中「第32条」とあるのは「第49条

第2項において準用する第32条」と、第21条第2

項中「次条第1項」とあるのは「第49条第2項に

おいて準用する次条第2項」と、第24条第2項中

「第22条第2項」とあるのは「第49条第2項にお

いて準用する第22条第2項」と、第26条第1号中

「次条第1項」とあるのは「第49条第2項におい

て準用する次条第1項」と、第27条第1項中「第

6条第2項」とあるのは「第45条第3項」と、第3

1条第3項中「第27条」とあるのは「第49条第2

項において準用する第27条」と、第32条中「第

36条第1項」とあるのは「第49条第2項において

準用する第36条第1項」と、第48条第1項第2号

中「第45条第3項」とあるのは「第49条第2項に



おいて準用する第45条第3項」と、同条第2項中

「次条第1項」とあるのは「第49条第2項」と読

み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障

害福祉サービスの事業について準用する場合

に限り、第45条中「こども家庭庁長官及び厚生

労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み

替えるものとする。 

おいて準用する第45条第3項」と、同条第2項中

「次条第1項」とあるのは「第49条第2項」と読

み替えるものとする。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第56条 省略 第56条 省略 

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わ

ない指定療養介護を提供した際は、支給決定障

害者から当該指定療養介護に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医

療につき健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額又は法第70条

第2項において準用する法第58条第4項に規定

する主務大臣の定めるところにより算定した

額の支払を受けるものとする。 

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わ

ない指定療養介護を提供した際は、支給決定障

害者から当該指定療養介護に係る指定障害福

祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医

療につき健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額又は法第70条

第2項において準用する法第58条第4項に規定

する厚生労働大臣の定めるところにより算定

した額の支払を受けるものとする。 

3～5 省略 3～5 省略 

(利用者負担額に係る管理) (利用者負担額に係る管理) 

第57条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者

が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供

する指定療養介護及び他の指定障害福祉サー

ビス等を受けたときは、当該指定療養介護及び

他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額及び指定療養介護医療につき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第70条第2項において

準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の

定めるところにより算定した額から当該指定

療養介護医療につき支給すべき療養介護医療

費の額を控除して得た額の合計額(以下この条

において「利用者負担額等合計額」という。)

を算定しなければならない。この場合におい

て、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額

等合計額を市町村に報告するとともに、当該支

給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サー

ビス等を提供した指定障害福祉サービス事業

者等に通知しなければならない。 

第57条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者

が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供

する指定療養介護及び他の指定障害福祉サー

ビス等を受けたときは、当該指定療養介護及び

他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額及び指定療養介護医療につき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第70条第2項において

準用する法第58条第4項に規定する厚生労働大

臣の定めるところにより算定した額から当該

指定療養介護医療につき支給すべき療養介護

医療費の額を控除して得た額の合計額(以下こ

の条において「利用者負担額等合計額」とい

う。)を算定しなければならない。この場合に

おいて、当該指定療養介護事業者は、利用者負

担額等合計額を市町村に報告するとともに、当

該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉

サービス等を提供した指定障害福祉サービス

事業者等に通知しなければならない。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第105条 省略 第105条 省略 

2～3 省略 2～3 省略 

4 前項第1号及び第2号に掲げる費用について

は、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

4 前項第1号及び第2号に掲げる費用について

は、別に厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

5～6 省略 5～6 省略 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第114条 省略 第114条 省略 

2 省略 2 省略 

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害

者等包括支援の提供に係るサービス管理を行

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害

者等包括支援の提供に係るサービス管理を行



う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大

臣が定めるものでなければならない。 

う者として厚生労働大臣が定めるものでなけ

ればならない。 

4 省略 4 省略 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第196条 指定共同生活援助の事業を行う者(以

下「指定共同生活援助事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助

事業所」という。)に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

第196条 指定共同生活援助の事業を行う者(以

下「指定共同生活援助事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助

事業所」という。)に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ご

とに、常勤換算方法で、次のアからエまでに

掲げる数の合計数以上 

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ご

とに、常勤換算方法で、次のアからエまでに

掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する命令(平

成26年厚生労働省令第5号。以下この章に

おいて「区分命令」という。)第1条第4号

に規定する区分3に該当する利用者の数を

9で除した数 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する省令(平

成26年厚生労働省令第5号。以下この章に

おいて「区分省令」という。)第1条第4号

に規定する区分3に該当する利用者の数を

9で除した数 

イ 区分命令第1条第5号に規定する区分4に

該当する利用者の数を6で除した数 

イ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に

該当する利用者の数を6で除した数 

ウ 区分命令第1条第6号に規定する区分5に

該当する利用者の数を4で除した数 

ウ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に

該当する利用者の数を4で除した数 

エ 区分命令第1条第7号に規定する区分6に

該当する利用者の数を2.5で除した数 

エ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に

該当する利用者の数を2.5で除した数 

(3) 省略 (3) 省略 

2～3 省略 2～3 省略 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第201条の4 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所」と

いう。)に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。 

第201条の4 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所」と

いう。)に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯における日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たる生活支援員の

総数は、日中サービス支援型指定共同生活援

助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアか

らエまでに掲げる数の合計数以上 

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯における日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たる生活支援員の

総数は、日中サービス支援型指定共同生活援

助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアか

らエまでに掲げる数の合計数以上 

ア 区分命令第1条第4号に規定する区分3に

該当する利用者の数を9で除した数 

ア 区分省令第1条第4号に規定する区分3に

該当する利用者の数を9で除した数 

イ 区分命令第1条第5号に規定する区分4に

該当する利用者の数を6で除した数 

イ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に

該当する利用者の数を6で除した数 

ウ 区分命令第1条第6号に規定する区分5に

該当する利用者の数を4で除した数 

ウ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に

該当する利用者の数を4で除した数 

エ 区分命令第1条第7号に規定する区分6に

該当する利用者の数を2.5で除した数 

エ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に

該当する利用者の数を2.5で除した数 

(3) 省略 (3) 省略 

2～5 省略 2～5 省略 

 



前橋市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表(第6条関係) 

改 正 案 現   行 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(11) 省略 (1)～(11) 省略 

(12) 指定障害福祉サービス等費用基準額 

指定障害福祉サービス等につき法第29条第3

項第1号に規定する主務大臣が定める基準に

より算定した費用の額(その額が現に当該指

定障害福祉サービス等に要した費用(特定費

用(法第29条第1項に規定する特定費用をい

う。以下同じ。)を除く。)の額を超えるとき

は、当該現に指定障害福祉サービス等に要し

た費用の額)をいう。 

(12) 指定障害福祉サービス等費用基準額 

指定障害福祉サービス等につき法第29条第3

項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額(その額が現に当

該指定障害福祉サービス等に要した費用(特

定費用(法第29条第1項に規定する特定費用

をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超える

ときは、当該現に指定障害福祉サービス等に

要した費用の額)をいう。 

(13)～(16) 省略 (13)～(16) 省略 

 

 

前橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

新旧対照表(第7条関係) 

改 正 案 現   行 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第6条 省略 第6条 省略 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発

達支援事業所において、日常生活を営むのに必

要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当

する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及

び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸

器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他こども家庭

庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)

を恒常的に受けることが不可欠である障害児

に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健

師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下

同じ。)を、それぞれ置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、看護職員を置かないことができる。 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発

達支援事業所において、日常生活を営むのに必

要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当

する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及

び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸

器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大

臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医

療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助

産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)

を、それぞれ置かなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合には、看護

職員を置かないことができる。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

3～9 省略 3～9 省略 

(通所利用者負担額の受領) (通所利用者負担額の受領) 

第24条 省略 第24条 省略 

2～3 省略 2～3 省略 

4 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令

第15号。以下「指定通所基準」という。)第23

条第4項に規定するこども家庭庁長官が定める

ところによるものとする。 

4 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令

第15号。以下「指定通所基準」という。)第23

条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

5～6 省略 5～6 省略 



(通所利用者負担額の受領) (通所利用者負担額の受領) 

第72条 省略 第72条 省略 

2～3 省略 2～3 省略 

4 前項第1号に掲げる費用については、指定通所

基準第60条第4項に規定するこども家庭庁長官

が定めるところによるものとする。 

4 前項第1号に掲げる費用については、指定通所

基準第60条第4項に規定する厚生労働大臣が定

めるところによるものとする。 

5～6 省略 5～6 省略 

(利用定員に関する特例) (利用定員に関する特例) 

第105条 省略 第105条 省略 

2～4 省略 2～4 省略 

5 指定通所基準第82条第5項に規定するこども

家庭庁長官が定める地域のうち、将来的にも利

用者の確保の見込みがないものとして市長が

認めるものにおいて事業を行う多機能型事業

所(この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。)については、第2項中「20

人」とあるのは、「10人」とする。 

5 指定通所基準第82条第5項に規定する厚生労

働大臣が定める地域のうち、将来的にも利用者

の確保の見込みがないものとして市長が認め

るものにおいて事業を行う多機能型事業所(こ

の条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所を除く。)については、第2項中「20人」と

あるのは、「10人」とする。 

 


